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令和元年度埼玉県一般会計補正予算（第４号）案の概要 

  

 

１ 総  括 
   豚コレラの更なる感染拡大を防ぐため、家畜伝染病予防法第６条に基づく予防的ワク

チンを県内全域で段階的に接種する経費に予算措置を講じるとともに、台風１９号で被

害を受けた中小企業等への支援に要する経費について補正予算を編成した。 

 

２ 補正予算の規模 

  一般会計                       ４，３９５万３千円 

  （補正後累計             １兆８，９７２億７，５２４万６千円） 

 

３ 内  容 

 ○ 予防的ワクチンの接種 

  ・ワクチンなど医薬材料等の購入              ３，０４０万６千円 

  ・家畜防疫員等の確保                              ４１２万６千円 

 

 ○ 台風１９号で被害を受けた中小企業等への支援 

  ・中小企業への融資限度額の拡大 
        （融資限度額：５，０００万円 → １億円  融資枠：１００億円（新設））   
    うち令和元年度支出分                     ８３３万４千円 
    うち令和２年度以降支出分＜債務負担行為の設定＞ 
                         限度額：１億９，０００万円 
  ・農業近代化資金の融資枠の拡大 
                 （１０億３，０００万円 → １５億３，０００万円） 
    うち令和元年度支出分                     １０８万７千円 
    うち令和２年度以降支出分＜債務負担行為の設定＞ 
                         限度額：  ７，３６６万８千円 

 

４ 財  源 

  ・ 使用料・手数料                    １，７９７万３千円 
  ・ 国庫支出金                      １，５３０万２千円 
  ・ 繰越金                        １，０６７万８千円 


